
ウ　生涯活躍のまち（日本版CCRC）の推進
地方創生の観点から、中高年齢者が、希望に
応じて地方や「まちなか」に移り住み、様々な
世代の地域の住民と交流しながら、就労や生涯
学習、社会活動への参加等を通じて健康でアク
ティブな生活を送り、必要に応じて医療・介護
を受けることができるような「生涯活躍のま
ち」づくりを推進している。平成28年4月には
改正地域再生法（平成28年4月20日施行）が
国会で可決・成立し、地方公共団体が地域再生
計画の認定を受けた場合に講じられる措置とし
て、新たに交付金の交付や、「生涯活躍のまち」
に取り組む場合の事業者の手続き上の特例が盛
り込まれた。この特例措置に係る「生涯活躍の
まち」の地域再生計画は、平成28年度中に13
市町、13計画について認定を行った。また、
地方創生推進交付金に関しては、「生涯活躍の
まち」分野で51事業を交付決定した。
なお、平成28年10月現在で実施した自治体
に対するアンケート調査によると、71団体が
既に「生涯活躍のまち」の取組を開始している
と回答している。
また、関係府省が連携して地方公共団体の取
組を支援する「生涯活躍のまち形成支援チー
ム」を開催し、取組の過程で浮上した課題の解
決に向け、検討、助言等を行った。
さらに、自治体による取組を一層促進するた
め、「生涯活躍のまち」づくりを担う人材の育
成カリキュラムやビジネスモデルの調査・研究
等を行い、「生涯活躍のまち」の取組を進める
上で参考となるマニュアルをとりまとめた。

5　高齢社会に対応した市場の活性化と
調査研究推進のための基本的施策

「高齢社会に対応した市場の活性化と調査研

究推進のための基本的施策」については、高齢
社会対策大綱において、次の方針を示してい
る。

高齢者が健康で活躍しやすい環境づくり
のために、高齢者に優しく、ニーズに合致
した機器やサービスの開発を支援すること
で、高齢者向け市場を活性化させ、高齢者
の消費を高めるとともに、高齢化に対応し
た産業の強化等を通じて高齢者が生活の質
を保ち、安心で快適で豊かな暮らしを送る
ことができるような環境を形成する。
また、科学技術の研究開発とその活用
は、高齢化に伴う課題の解決に大きく寄与
するものであることから、高齢者に特有の
疾病及び健康増進に関する調査研究、高齢
者の利用に配慮した福祉用具、生活用品、
情報通信機器等の研究開発など各種の調査
研究等を推進するとともに、そのために必
要な基盤の整備を図る。

（1）高齢者向け市場の開拓と活性化
ア　医療・介護・健康関連産業の強化
公的保険外の予防・健康管理サービス等の

「健康寿命延伸産業」の創出推進に向け、供
給・需要の両面から検討し、取組を進めた。具
体的には、地域版次世代ヘルスケア協議会の設
立促進、ヘルスケアファンドの活用促進、グ
レーゾーンの解消等の供給面の支援及び企業・
健保等による健康経営の促進等の需要面の支援
について検討を行い、各施策を実行した。

イ　不安の解消、生涯を楽しむための医療・介
護サービスの基盤強化
医療・介護従事者不足や医師の診療科偏在・
地域偏在の課題等の解決のための取組として、
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地域医療支援センターの拡充（平成28年度ま
でに全ての都道府県に設置）、チーム医療の推
進等を行った。医学部入学定員については、28
年度の医学部の入学定員を128人増員した（20
年度からの定員増は累積1,637人）。また、病床
に応じた医療資源の投入を行い、効率的・効果
的な質の高い医療サービスを安定的に提供でき
る体制の構築に向けた取組を進めている。
また、地域包括ケアの推進等により住み慣れ
た地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続
けることができるような体制整備を目指して、
引き続き在宅医療・介護の連携推進など、制
度、報酬及び予算面から包括的に取組を行って
いる。

ウ　地域における高齢者の安心な暮らしの実現
平成28年度においても、地域主導による地
域医療の再生や在宅介護の充実を引き続き図っ
た。医療、介護の専門家を始め、地域の多様な
関係者を含めた多職種が協働して個別事例の支
援方針の検討等を行う「地域ケア会議」の取組
の推進や、情報通信技術の活用による在宅での
生活支援ツールの整備などを進め、地域に暮ら
す高齢者が自らの希望するサービスを受けるこ
とができる社会の構築を進めた。
また、高齢者が地域での生活を継続していく
ためには、多様な生活支援や社会参加の場の提
供が求められている。そのため、市町村が実施
する地域支援事業を推進するとともに、各市町
村が効果的かつ計画的に生活支援・介護予防
サービスの基盤整備を行うことができるよう、
市町村に生活支援コーディネーター（地域支え
合い推進員）を配置し、その取組を推進した。
高齢者が安心して健康な生活が送れるように
なることで、生涯学習や、教養・知識を吸収す
るための旅行など、新たなシニア向けサービス

の需要も創造される。また、高齢者の起業や雇
用にもつながるほか、高齢者が有する技術・知
識等が次世代へも継承される。こうした好循環
を可能とする環境の整備を行った。

（2）超高齢社会に対応するための調査研究等
の推進と基盤整備

ア　健康・医療関連分野におけるイノベーショ
ンの推進
国民が健康な生活及び長寿を享受することの
できる社会の形成に資するため、世界最高水準
の医療の提供に資する医療分野の研究開発及び
当該社会の形成に資する新たな産業活動の創出
等を総合的かつ計画的に推進すべく、健康・医
療戦略推進本部主導の下、「健康・医療戦略」
及び「医療分野研究開発推進計画」に基づく取
組を進めた。
平成27年4月1日に「国立研究開発法人日本
医療研究開発機構」を設立し、これまで各省そ
れぞれで実施していた医療分野の研究開発関連
予算を集約したうえで、「医療分野研究開発推
進計画」に基づき、医療分野の研究開発に関
し、基礎から実用化まで切れ目ない研究支援を
一体的に行っている。

イ　高齢者に特有の疾病及び健康増進に関する
調査研究等
高齢者の健康保持等に向けた取組を一層推進
するため、要介護状態になる要因である認知症
等に着目し、それらの予防、早期診断及び治療
技術等の確立に向けた研究を行っている。
高齢者の死因となった疾病の中で死亡率が最
も高いがんの対策については、「がん対策基本
法」（平成18年法律第98号）に基づく「がん対
策推進基本計画」（平成24年6月閣議決定。以
下「基本計画」という。）により推進してきた。
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基本計画では、前基本計画の個別目標に加え、
がん患者に対する職場における理解の促進、相
談支援体制の充実等を通じ、がんになっても安
心して働き暮らせる社会を構築することなどに
ついて、目標を設定した。がん研究について
も、従前の取組に加え、新たながん診断・治療
の方法やがん予防の方法など、がん患者の視点
による実用化を目指した研究を効率的に推進し
てきた。さらに、基本計画に示されている分野
のうち、加速化することが必要な分野や、加速
することにより死亡率減少につながる分野につ
いて、27年12月に策定した「がんの予防」、
「がんの治療・研究」、「がんとの共生」を3つ
の柱とする「がん対策加速化プラン」に基づ
き、がん検診の受診率向上や緩和ケアの推進等
の取組を進めた。
また、次世代のがん医療の実用化に向けて、
がんの生物学的な本態解明に迫る研究、がんゲ
ノム情報など患者の臨床データに基づいた研究
及びこれらの融合研究を推進した。
ロボット技術や診断技術等を活用して、低侵
襲の治療装置や早期に疾患を発見する診断装置
など、日本発の、国際競争力の高い革新的医療
機器・システムの開発・実用化を図った。ま
た、関係各省や関連機関、企業、地域支援機関
が連携し、開発初期段階から事業化に至るま
で、切れ目なく支援する「医療機器開発支援
ネットワーク」を通じて、異業種参入も念頭
に、ものづくり中小企業と医療機関等との医工
連携により、医療現場が抱える課題を解決する
医療機器の開発・実用化を支援した。こうした
事業を国立研究開発法人日本医療研究開発機構
を通じて実施した。

ウ　高齢者の自立・支援等のための医療・リハ
ビリ・介護関連機器等に関する研究開発
高齢者等の自立や社会参加の促進及び介護者
の負担の軽減を図るためには、高齢者等の特性
を踏まえた福祉用具や医療機器等の研究開発を
行う必要がある。
そのため、福祉用具及び医療機器について
は、福祉や医療に対するニーズの高い研究開発
を効率的に実施するためのプロジェクトの推
進、短期間で開発可能な福祉用具・医療機器の
民間による開発の支援等を行っている。
また、「福祉用具の研究開発及び普及の促進
に関する法律」（平成5年法律第38号）に基づ
き、福祉用具の実用化開発を行う事業者に対す
る助成や、研究開発及び普及のために必要な情
報の収集・分析及び提供を実施した。
民間企業等が行う高齢者や介護従事者等の現
場のニーズに応えるロボット技術の研究開発の
支援を実施した。
開発の前段階から介護現場のニーズの伝達、
試作機器について介護現場での実証（モニター
調査）等を行い、介護ロボットの実用化を支援
した。

エ　情報通信の活用等に関する研究開発
高齢者等が情報通信の利便を享受できる情報
バリアフリー環境の整備を図るため、高齢者等
向けの通信・放送サービスに関する技術の研究
開発を行う者に対する助成等を行った。
また、高齢者等が安全で快適に移動できるよ
う、最先端の情報通信技術等を用いて、運転者
に周辺の交通状況や信号灯火に関する情報等を
提供することで注意を促し、ゆとりをもった運
転ができる環境を作り出す安全運転支援システ
ム（DSSS）・信号情報活用運転支援システム
（TSPS）やETC2.0等のITS（高度道路交通シ
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ステム）に関する研究開発及びサービス展開を
実施した。
高齢者事故対策や移動支援等の諸課題の解決
に大きな期待がされている自動車の自動運転に
関して、「国土交通省自動運転戦略本部」を立
ち上げ、高齢者事故対策を目的とした自動運転
技術の開発及び普及促進策や、中山間地域にお
ける「道の駅」等を拠点とした自動運転サービ
スの実験・実装に向けた検討を実施した。

オ　高齢社会対策の総合的な推進のための政策
研究
現在、運転免許証の更新を予定している70
歳以上の高齢運転者を対象とした高齢者講習に
おいては、運転適性検査の項目の一つとして、
水平方向の視野検査を実施している。これまで
の調査研究により、高齢者に多くみられる緑内
障等の病気は上下方向を含めた視野全体に影響
を与え、これが安全な運転に影響を与えている
ことが明らかとなったことから、視野全体を検
査することができる新たな検査方法の導入に向
けた調査研究を実施した。
高齢社会対策総合調査として、高齢社会対策
の施策分野別にテーマを設定し、高齢者の意識
やその変化を把握している。平成28年度は、
高齢の経済的な暮らし、住宅や生活環境、社会
活動への参加について調査を実施した。
また、高齢者等の安全・安心な生活の実現の
ために、国立研究開発法人科学技術振興機構が
実施する戦略的創造研究推進事業（社会技術研
究開発）において、平成27年度までに実施し
た研究者と関与者との協働による社会実験を含
め、高齢社会の問題解決に資する研究開発の成
果を集約・統合し、社会に実装する取組を推進
した。

6　全世代が参画する超高齢社会に対応
した基盤構築のための基本的施策

「全世代が参画する超高齢社会に対応した基
盤構築のための基本的施策」については、高齢
社会対策大綱において、次の方針を示してい
る。

今後の超高齢社会に対応するために、高
齢者のために対応が限定された社会ではな
く、高齢社会に暮らす子どもから高齢者ま
で、全ての世代の人々が安心して幸せに暮
らせる豊かな社会を構築する。そのため
に、高齢者のみならず、世代間の交流を通
じた若者や子育て世代とのつながりを醸成
するとともに、若年者や女性の能力を積極
的に活用するなど、全ての世代が積極的に
参画する社会を構築するための施策を推進
する。

（1）全員参加型社会の推進
ア　若年者雇用対策の推進
（ア）新卒者等の正社員就職の支援
平成27年9月11日に成立した「青少年の雇
用の促進等に関する法律」（昭和45年法律第98
号。以下「若者雇用促進法」という。）に基づ
く、①新卒者の募集を行う企業による職場情報
の提供の仕組み、②ハローワークにおける一定
の労働関係法令違反に係る求人者の求人不受
理、③若者の雇用管理が優良な中小企業につい
ての認定制度（ユースエール認定制度）等につ
いて、積極的な周知を図るとともに、その取組
を促進した。
また、全国57か所の新卒応援ハローワーク
等を拠点に、ジョブサポーターが新規学卒者等
の在学中から就職、職場定着までの一貫した支
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